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引っ越し大作戦 その① 

「一足制」試行・自転車通学・登下校時利用門の調査について 
定期考査が終わりました。つぎの大きなイベント⁈ は「引っ越し」になります。 これは大変だぁ！とは

考えずに「変化を楽しんで」いきたいと思います。 次ページに全生徒回答の調査があります！ 
 

「一足制」 試行 
 西原キャンパスでの大きな変化の１つが「下駄箱」がなくなり、上履きを必要とするのが体育館だけ

になります。 外履きで普段の生活をする「一足制」となります 

この練習として 来週１５日（月）より「一足制」の試行をスタートします！   

下駄箱を使わずにそのまま教室へ！ 

体育館で上履きを使用します 

  夏休み前までは、これまでの下駄箱に上履きを入れておいてください。  

パターン① 体育等で体育館での授業の場合  

これまでの下駄箱から上履きを持って体育館に移動。  

体育館の校庭側入り口の下駄箱に外履きを入れて上履きに履き替え体育館へ！ 

パターン② 全校朝礼の場合 

     登校時に,これまでの下駄箱で上履きに履き替え、外履きはこれまでの下駄箱に 

収納して体育館へ！ 終了後、下駄箱に行き履き替え。 

パターン③ 学年集会等の学年全体での場合 

     これまでの下駄箱に行き、上履きに履き替え。外履きはこれまでの下駄箱に収納 

して体育館へ！ 終了後、下駄箱に行き履き替え。 

 西原キャンパスでは、下駄箱がありませんので・・・上履きを入れる袋（巾着袋・シューズケース

等）が必要になります。 袋に入れてロッカーに収納するか、廊下のフックに掛けることになります。

各ご家庭で上履き袋の準備を夏休み終了までにお願いします。（小学校の時に使用していたものな

ど既存のもので構いません。）必ず、上履きと袋には記名をお願いいたします。 

 
 

自転車通学 
 西原キャンパス移転後に、部活動で他校のグランド等での活動が必要となる以下の部活動所属生徒

で、自転車での通学を希望する生徒について、部活動の移動に限定して自転車通学を認めていきます。 

陸上競技部（渋谷本町学園を予定）  

サッカー部（渋谷本町学園を予定）  

野球部（笹塚中学校を予定）        ※ 夏休み終了後ですので１・2 年生が対象です！ 

 自転車通学を認めるにあたって以下の事項について必須の確認事項になります！   
    東京都自転車安全学習アプリ「輪トレ」に合格すること（年度ごと受検していきます。） 

自転車の交通傷害保険に加入すること。（保険証券の写しが必要になります。） 

自転車用ヘルメットを着用すること。 

自転車は BAA マークのあるもの等、品質に問題のないものに乗車すること。 

防犯登録をすること。 

自転車は１年に１度点検を受けること。 

自転車通行時は道路交通法を遵守すること。 

警察から示された危険箇所について、通行しない又は十分注意して通行すること。 

警察署による自転車安全講習（代替措置を含む）を受講済みであること。 

手続等の詳細は、希望者に説明していきます。 希望者は次のページにある「登下校時利用門の調査」

の自転車通学希望の設問に回答してください。 駐輪場所はスポーツセンター駐車場に専用の駐輪場

を設置する予定です。 （居住地によっては自転車通学が許可されない場合があります。） 



登下校時利用門の調査 
 西原キャンパスへ登下校する時に使用する門を確認します！ 

 西原キャンパスでは、以下のとおり「正門」と「スポーツセンター体育館脇」の２か所のいずれかから

登下校ができるようになります。 傘立ての設置準備等の関係から、どちらを利用するか調査をしま

すので今週中１２日（金）までに、全生徒の調査への協力をお願いします。 

以下 forms より回答してください。 （各ご家庭で対話しながら回答をお願いします。） 

該当部活動で自転車通学を希望する場合は「スポーツセンター体育館脇」となります。 

 

 
 

https://forms.office.com/r/dwsDaZywQx  

https://forms.office.com/r/dwsDaZywQx

